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(54)【発明の名称】 超音波診断装置及びＸ線ＣＴ装置

(57)【要約】
【課題】  操作者が、計測したか否かを直感的、特に視
覚的に確認することができ、計測に関する誤認を防止す
ることが可能な超音波診断装置及びＸ線ＣＴ装置を提供
する。
【解決手段】  ＴＣＳ２７上において、超音波診断にお
いて実行可能な複数の計測項目を第１の形態にて表示す
る。オペレータが、ＴＣＳ２７に表示された複数の計測
項目のうち、所望の計測項目を選択すると、計測手段
は、ＴＣＳ２７を介して選択された計測項目に対応する
計測を実行する。計測が終了した場合には、ＴＣＳ２７
に表示された当該計測に対応する計測項目については、
第１の形態と異なる第２の形態にて表示される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】超音波診断において実行可能な複数の計測
項目を第１の形態にて表示し、オペレータが所望の計測
項目を選択するためのインタフェース手段と、
前記インタフェース手段の表示に関する制御を行う表示
制御手段と、
前記インタフェース手段を介して選択された計測項目に
対応する計測を実行する計測手段と、
を具備し、
前記表示制御手段は、前記計測手段によって実行された
計測に対応する計測項目については、第１の形態と異な
る第２の形態に表示形態を変化させること、を特徴とす
る超音波診断装置。
【請求項２】前記第２の形態は、当該計測の実行回数が
判断可能な形態であることを特徴とする請求項１記載の
超音波診断装置。
【請求項３】前記第２の形態は、前記第１の形態と形
状、色、大きさのうち少なくとも一つが異なる形態であ
ることを特徴とする請求項１記載の超音波診断装置。
【請求項４】前記表示制御手段は、操作者がリセットを
指示する所定の入力を行った場合には、前記各計測項目
を全て第１の形態にてリセット表示するように前記イン
タフェース手段を制御すること、
を特徴とする請求項１乃至３のうちいずれか一項記載の
超音波診断装置。
【請求項５】患者に関する情報を入力するための入力手
段をさらに具備し、
前記表示制御手段は、前記入力手段によって新たな患者
に関する情報が入力された場合には、前記各計測項目を
全て第１の形態にてリセット表示するように前記インタ
フェース手段を制御すること、
を特徴とする請求項１乃至３のうちいずれか一項記載の
超音波診断装置。
【請求項６】超音波診断において実行可能な複数の計測
項目を所定の形態にて表示し、オペレータが所望の計測
項目を選択するためのインタフェース手段を具備する超
音波診断装置において、
前記インタフェース手段は、未だ実行されていない計測
項目と既に実行された計測項目とを異なる形態にて表示
することを特徴とする超音波診断装置。
【請求項７】実行可能な複数の撮影形態を各計測項目を
第１の形態にて表示し、オペレータが所望の撮影形態項
目を選択するためのインタフェース手段と、
前記インタフェース手段の表示に関する制御する表示制
御手段と、
前記インタフェース手段を介して選択された撮影形態項
目に対応する撮影形態にてＸ線画像撮影を実行する撮影
手段と、を具備し、
前記表示制御手段は、前記撮影手段によって実行された
撮影形態に対応する撮影形態項目については、第１の形*
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*態と異なる第２の形態に表示形態を変化させること、
を特徴とするＸ線ＣＴ装置。
【請求項８】前記第２の形態は、当該計測の実行回数が
判断可能な形態であることを特徴とする請求項７記載の
Ｘ線ＣＴ装置。
【請求項９】前記第２の形態は、前記第１の形態と形
状、色、大きさのうち少なくとも一つが異なる形態であ
ることを特徴とする請求項７記載のＸ線ＣＴ装置。
【請求項１０】前記表示制御手段は、操作者がリセット
を指示する所定の入力を行った場合には、前記各計測項
目を全て第１の形態にてリセット表示するように前記イ
ンタフェース手段を制御すること、
を特徴とする請求項７乃至９のうちいずれか一項記載の
超音波診断装置。
【請求項１１】患者に関する情報を入力するための入力
手段をさらに具備し、
前記表示制御手段は、前記入力手段によって新たな患者
に関する情報が入力された場合には、前記各撮影形態項
目を全て第１の形態にてリセット表示するように前記イ
ンタフェース手段を制御すること、
を特徴とする請求項７乃至９のうちいずれか一項記載の
Ｘ線ＣＴ装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、計測忘れ防止機能
を有する超音波診断装置及びＸ線ＣＴ装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】通常、超音波診断装置の計測に関する指
示入力は、ＴＣＳ（Ｔｏｕｃｈ  Ｃｏｍｍａｎｄ  Ｓｃ
ｒｅｅｎ）を介して実行される。このＴＣＳには、計測
される項目が一覧表示される。医師等の検査者は、所望
の計測項目が表示された画面位置に接触することで、装
置に対する指示入力を行うことができる。このＴＳＣ
は、画面への接触のみで所望の入力を完了できること、
各計測項目が一覧表示されること等の使いやすさから、
近年では、Ｘ線ＣＴ装置にも採用されている。
【０００３】通常のＴＣＳでは、計測漏れを防止するた
めに、計測項目はＴＣＳのモニタの固定エリアに表示さ
れ、計測値や計算値は計測ウィンドウにＴＣＳモニタの
計測項目の位置に対応して表示される。検査者は、画面
の計測値、計算値の表示の有無で計測実施を確認し、計
測漏れを防止している。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上述し
た計測忘れ防止機能は、次の様な問題がある。
【０００５】第１に、画像と計測マーカとの邪魔になら
ないように表示する必要があるので、計測ウィンドウ
は、モニタの限られたスペースに表示される。このた
め、計測項目、計測値の抜けを確認するためには、高い
注意力を必要とし、確認作業にも時間を要する。
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【０００６】第２に、類似した名称が狭いスペースに表
示される。従って、誤認されやすく、計測終了等操作者
の思いこみによる計測忘れが発生する可能性がある。
【０００７】本発明は、上記事情に鑑みてなされたもの
で、操作者が、計測したか否かを直感的、特に視覚的に
確認することができ、計測に関する誤認を防止すること
が可能な超音波診断装置及びＸ線ＣＴ装置を提供するこ
とを目的としている。
【０００８】
【課題を解決するための手段】上記目的を達成するた
め、本発明は次に述べる視点に係る手段を講じている。
【０００９】本発明の第１の視点は、超音波診断におい
て実行可能な複数の計測項目を第１の形態にて表示し、
オペレータが所望の計測項目を選択するためのインタフ
ェース手段と、前記インタフェース手段の表示に関する
制御を行う表示制御手段と、前記インタフェース手段を
介して選択された計測項目に対応する計測を実行する計
測手段と、を具備し、前記表示制御手段は、前記計測手
段によって実行された計測に対応する計測項目について
は、第１の形態と異なる第２の形態に表示形態を変化さ
せることを特徴とする超音波診断装置である。
【００１０】本発明の第２の視点は、超音波診断におい
て実行可能な複数の計測項目を所定の形態にて表示し、
オペレータが所望の計測項目を選択するためのインタフ
ェース手段を具備する超音波診断装置において、前記イ
ンタフェース手段は、未だ実行されていない計測項目と
既に実行された計測項目とを異なる形態にて表示するこ
とを特徴とする超音波診断装置である。
【００１１】本発明の第３の視点は、実行可能な複数の
撮影形態を各計測項目を第１の形態にて表示し、オペレ
ータが所望の撮影形態項目を選択するためのインタフェ
ース手段と、前記インタフェース手段の表示に関する制
御する表示制御手段と、前記インタフェース手段を介し
て選択された撮影形態項目に対応する撮影形態にてＸ線
画像撮影を実行する撮影手段と、を具備し、前記表示制
御手段は、前記撮影手段によって実行された撮影形態に
対応する撮影形態項目については、第１の形態と異なる
第２の形態に表示形態を変化させることを特徴とするＸ
線ＣＴ装置である。
【００１２】以上述べた構成によれば、操作者が、計測
したか否かを直感的、特に視覚的に確認することがで
き、計測に関する誤認を防止することが可能な超音波診
断装置及びＸ線ＣＴ装置を実現することができる。
【００１３】
【発明の実施の形態】以下、本発明の第１実施形態及び
第２実施形態を図面に従って説明する。なお、以下の説
明において、略同一の機能及び構成を有する構成要素に
ついては、同一符号を付し、重複説明は必要な場合にの
み行う。
【００１４】（第１実施形態）第１の実施形態では、本
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発明に係る技術的思想を超音波診断装置に適用する場合
について説明する。
【００１５】図１は、第１の実施形態に係る超音波診断
装置１０のブロック構成図を示している。
【００１６】まず、第１の実施形態に係る超音波診断装
置のブロック構成を、図１を参照しながら説明する。
【００１７】図１において、超音波画像診断装置１０
は、超音波探触子１１、送受波回路（Ｔ／Ｒ）１２、信
号処理部１５、ＤＳＣ（デジタルスキャンコンバータ）
１７、モニタ１９、ホストシステム２１、ＦＤＤ（フロ
ッピディスクドライブ）２３、ＨＤＤ（ハードディスク
ドライブ）２５、ＴＣＳ（Ｔｏｕｃｈ  Ｃｏｍｍａｎｄ
Ｓｃｒｅｅｎ）２７、入力装置２９を具備している。
【００１８】超音波探触子１１は、被検体（患者）内に
撮影用超音波を照射し、当該被検体からの反射波を受波
するための探触子（プローブ）であり、圧電素子等で形
成されている。
【００１９】送受波回路（Ｔ／Ｒ）１２は、組織構造を
表すＢモード、血流情報を表す場合に適したドップラモ
ード等、任意の撮影モードに応じた手順で被検体の内部
を超音波で走査するために、超音波探触子１１に接続さ
れている。
【００２０】また、送受波回路（Ｔ／Ｒ）１２は、走査
により得られたエコーの信号をチャンネル毎に増幅し、
Ａ／Ｄ変換する。Ａ／Ｄ変換後のエコー信号は、受信指
向性を決定するのに必要な遅延時間を与えられ、加算さ
れることで、受信指向性に応じた方向からの反射成分が
強調される。送受信の総合的な超音波ビームは、この送
信指向性と受信指向性とにより形成される。
【００２１】Ｂモード等の画像データを発生する機能を
有している。
【００２２】信号処理部１５は、送受波回路（Ｔ／Ｒ）
１２からのエコー信号に対し、対数増幅、包絡線検波処
理などを施し、信号強度が輝度の明るさで表現されるデ
ータを生成する。また、信号処理部１５は、エコー信号
から速度情報を周波数解析し、解析結果をＤＳＣ回路１
７に送る。
【００２３】ＤＳＣ回路１７は、送受波回路（Ｔ／Ｒ）
１２からの画像信号を画像メモリに書き込み、ＴＶスキ
ャン変換してモニタ１９に送り出す。また、ＤＳＣ回路
１７は、送受波回路１２からの画像データに対し、設定
された観察条件（例えば、輝度やズーム等）に応じた画
像処理を行う機能を有する。
【００２４】モニタ１９は、ＣＲＴ等からなるモニタで
あり、入力したビデオ信号に基づいて被検体組織形状を
表す断層像を表示する。
【００２５】ホストシステム２１は、情報処理装置（計
算機）としての機能を持ち、本超音波診断装置本体１０
の動作を制御する制御手段である。また、ホストシステ
ム２１では、後述する計測誤認防止システムが展開され
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る。
【００２６】ＨＤＤ（Ｈａｒｄ  Ｄｉｓｃ  Ｄｒｉｖ
ｅ）２５は、オペレータのフリーズ操作等に従って、任
意の超音波画像データを記憶する記憶装置である。ま
た、ＨＤＤ２５は、ＨＤに記録されたＴＣＳ２７におけ
る計測項目の複数の表示パターン、各表示パターンに当
てはめる計測項目の名称等のメッセージ、ＴＣＳ２７の
表示に関するフォントデータ、ＴＣＳ２７に表示された
計測項目と本超音波診断装置１０の具体的な動作制御と
を対応付けるテーブル等を当該ＨＤから読み出し、主記
憶装置に記憶する。
【００２７】ＦＤＤ２３は、装着された補助記憶装置
（フロッピディスク）に記録されたデータを読みとるド
ライバである。なお、上記ＨＤＤ２５に記憶されたデー
タの一部は、当該ＦＤＤ２３に記憶されている構成であ
ってもよい。
【００２８】ＴＣＳ２７は、オペレータが超音波診断に
おいて実行される計測項目を選択し実行指示するための
接触パネルである。このＴＣＳ２７には、計測可能な計
測項目に対応したスイッチが一覧表示される。オペレー
タは、所望の計測事項のスイッチに接触することで、当
該計測の実行指示を入力することができる。また、ＴＣ
Ｓ２７は、後述する計測誤認防止システムによる制御に
基づいて、所定の形態にて計測事項を表示する。
【００２９】入力装置２９は、オペレータからの各種指
示・命令・情報をとりこむための入力手段であり、例え
ばキーボード２９１、マウス２９２、トラックボール２
９３等からなる。
【００３０】次に、本発明の特徴の一つである計測誤認
防止システムについて説明する。この計測誤認防止シス
テムは、ＴＣＳ２７６の計測項目の表示形態を制御する
システムであり、ホストシステム２１において展開され
る。
【００３１】図２は、計測誤認防止システムの概略構成
を示した図である。同図に基づいて、本システムの概略
構成を説明する。
【００３２】計測誤認防止システムは、ホストシステム
２１が備えるアプリケーションプログラム格納部２１
０、共有メモリ２１３、ＣＰＵ２１４、Ｃ－ＲＡＭ２１
５と、ＨＤ２５０内に格納されたフォントデータ格納部
２５１と、ＨＤ２５０内或いはＦＤＤ２３０内に格納さ
れたパターンテーブル格納部２５１、スイッチテーブル
格納部２５２、メッセージテーブル格納部２５３と、か
ら構成される。以下、各構成要素について説明する。
【００３３】フォントデータ格納部２５１は、ＴＣＳ２
７に表示される項目に関する各種言語（例えば、日本
語、英語、ドイツ語等）毎のフォントデータを格納す
る。
【００３４】パターンテーブル格納部２５１は、初期状
態（各計測が実行されていない状態）に表示されるスイ
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ッチパターンテーブルを複数格納している。例えば、患
者ＩＤ等の所定の情報を入力することで診断プロトコル
が決定されると、当該プロトコルに応じたスイッチパタ
ーンテーブルがパターンテーブル格納部２５１から読み
出され、当該テーブルに従ったスイッチパターンがＴＣ
Ｓ２７に表示される。
【００３５】スイッチテーブル格納部２５２は、各スイ
ッチパターンテーブルを構成する各スイッチが当該超音
波診断装置のいずれの機能に対応するかを対応付けるテ
ーブルを格納する。ＣＰＵ２１４は、当該テーブルを参
照することで、選択されたスイッチが示す計測を実行す
る。
【００３６】メッセージテーブル格納部２５３は、スイ
ッチパターンテーブルを構成する各スイッチの名称デー
タを格納する。
【００３７】アプリケーションプログラム格納部２１０
は、各種アプリケーションプログラムを格納する。本計
測誤認防止システムは、当該格納部２１０中のパネル制
御Ｉ／Ｆライブラリ２１１に格納されたパネル制御プロ
グラムに基づいて実行される。
【００３８】共有メモリ２１３は、本システムを駆動す
るために必要なプログラム、或いは使用される各種デー
タを一時記憶し、随時ＣＰＵに転送する主記憶装置であ
る。具体的には、アプリケーションプログラム格納部２
１０から読み出されたパネル制御プログラム、ＨＤ或い
はＦＤ内のパターンテーブル格納部２５１等から読み出
された各種情報、或いは現在実行している診断における
計測履歴等を一時的に記憶する。
【００３９】ＣＰＵ２１４は、パネル制御プログラムを
所定のタスク制御ブロックに従って実行することで、Ｔ
ＣＳ２７の表示に関する制御を行う。
【００４０】ＲＡＭ２１５は、ＴＣＳ２７に表示するた
めの表示データを一時記憶する記憶手段である。ＲＡＭ
２１５の内容は計測の実行と共にＣＰＵ２１４によって
随時書き換えられる。書き換えられた内容は、ＴＣＳ２
７に表示される。
【００４１】次に、上記のように構成した計測誤認防止
システムによって実現される、超音波診断における計測
項目表示について説明する。
【００４２】図３は、心機能に関する超音波診断におい
て実施可能な各計測項目と、各計測項目を選択した場合
に計測メニュー表示されるスイッチと、を示した図であ
る。本実施形態では、個々の計測内容の詳細は省略する
ものとし、ＭＩＴＲＡＬ（僧帽弁機能計測）においてＥ
波及びＡ波計測（図３中、[Ｅ]、[Ａ]を選択した計測）
を実行する例について説明する。
【００４３】ここで、Ｅ波とは、心室拡張初期において
ドプラ法で観察される流入波形である。一方、Ａ波と
は、心房収縮期においてドプラ法で観察される流入波形
である。各波形の速度、パターンから、血流速度、時間
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7
情報（例えば、持続時間、加速時間、減速時間、等容性
拡張時間等）、血流加速度、血流減速度等を求めること
で、種々の心室拡張能を評価することが可能である。
【００４４】図４（ａ）は、健常若年者の僧帽弁口血流
波形、図４（ｂ）は高血圧患者の僧帽弁口血流波形をそ
れそれ示している。各患者のＡ波、Ｅ波を見てみると健
常若年者では図４（ａ）に示すようにＥ波はＡ波よりも
高く、一方、高血圧患者では逆転してＡ波がＥ波よりも
高くなっていることがわかる。この高血圧患者のＥ波の
低下より左室弛緩が遅延していること、Ａ波の増高より
代償的収縮増大していることを認識することができる。
【００４５】次に、Ｅ波及びＡ波計測において実行され
る、計測誤認を防止するためのＴＣＳ２７の表示につい
て説明する。
【００４６】図５は、心機能に関する超音波診断におい
て、ＴＣＳ２７に最初に表示される画面例を示してい
る。同図は、超音波診断に関する計測が現段階では何ら
実行されていないことを反映して、全てのスイッチが同
一の形状にて表示されている。この様な表示状態を以下
「初期状態」と称する。
【００４７】医師或いは検査技師等の検査者は、まずＴ
ＣＳ２７に表示された「ＭＩＴＲＡＬ」（僧帽弁機能計
測）のスイッチを押す。この動作に応答してＣＰＵ２１
４は、当該「ＭＩＴＲＡＬ」スイッチを反転表示する。
この反転表示により、検査者は現在実行中の計測が「Ｍ
ＩＴＲＡＬ」であることを容易に知ることができる。ま
た図５に示すように、当該反転表示とともに、画面左半
分には「ＭＩＴＲＡＬ」の計測メニューが表示される。
【００４８】続いて検査者は、ＴＣＳ２７に表示された
「Ｅ」スイッチに接触する。この動作に応答してＣＰＵ
２１４は、当該「Ｅ」スイッチを反転表示させ、Ｅ波計
測を開始する。なお、「Ｅ」スイッチの反転表示は、当
該Ｅ波の計測動作中は継続して実行される。
【００４９】Ｅ波計測が終了すると、ＣＰＵ２１４は、
当該Ｅ波計測終了の事実を共有メモリ２１３に「現行患
者の計測履歴」として書き込む。また、ＣＰＵ２１４
は、ＲＡＭ２１上の「Ｅ」スイッチに関する情報を書き
換え、その表示形態を例えば図７に示す様な計測終了を
示す表示形態に変化させる。同様にして、Ａ波の計測を
行い、当該Ａ波の計測が終了すると、ＣＰＵ２１４は、
当該計測の終了に伴って「Ａ」スイッチを図８に示す表
示形態に変化させる。
【００５０】この計測終了に伴う表示形態の変化は、本
超音波診断装置１０の特徴の一つである。検査者は、当
該表示形態の変化によって、当該ＭＩＴＲＡＬ計測にお
いて、Ｅ波計測が既に完了していることを視覚的に迅速
に判断することが可能である。例えば、仮に本実施形態
と異なり、計測終了がスイッチの表示形態に反映されな
い場合（すなわち、従来の表示形態による場合）を想定
する。この場合、当該Ａ波計測終了時点のＴＣＳ２７の
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画面表示は、例えば図５に示す様になる。従って、例え
ば検査者がＥ波計測を行ったか否かを忘れてしまった場
合には、モニタ１９に表示された計測値を確認する或い
は改めてレポートを出力して確認する必要があり、迅速
に確認することができない。その結果、計測により多く
の時間を要することとなりうる。
【００５１】これに対し、本超音波診断装置１０によれ
ば、図８に示す如く各スイッチは、計測終了を反映した
形態にて表示されるので、各計測が終了している旨を容
易かつ迅速に視覚的に把握することができる。その結
果、計測が終了した事実を誤認せず、正確に把握するこ
とができる。
【００５２】なお、本実施形態は、ＭＩＴＲＡＬとして
Ｅ波計測及びＡ波計測を実行する例を示しているから、
Ａ波計測の終了に伴って、「ＭＩＴＲＡＬ」スイッチ
も、計測終了を反映した表示形態に変化する（例えば、
図９参照）。
【００５３】続いて、「ＰＵＬＭＯ  ＶＥＩＮ」（肺静
脈機能計測）へと移行する場合には、ＴＣＳ２７の心機
能メニュー画面に表示された「ＰＵＬＭＯ  ＶＥＩＮ」
スイッチを選択する。このスイッチ選択に応答して、Ｃ
ＰＵ２１４は「ＰＵＬＭＯＶＥＩＮ」を反転表示し、当
該「ＰＵＬＭＯ  ＶＥＩＮ」計測に対応するスイッチパ
ターン、各スイッチに表示される実施可能な計測項目名
称等をＨＤ或いはＦＤの対応する各格納部から読み出
す。
【００５４】図９は、「ＰＵＬＭＯ  ＶＥＩＮ」（肺静
脈機能計測）を選択した場合にＴＣＳ２７に表示される
画面例を示している。同図に基づいて、肺静脈機能計測
に関する計測「Ｓ１」、「Ｓ２」、「Ｄ」を実行する場
合の表示制御・形態について説明する。
【００５５】検査者によって、ＴＣＳ２７に表示された
「Ｓ１」スイッチが選択されると、ＣＰＵ２１４は、当
該「Ｓ１」スイッチを反転表示させ計測を開始する。な
お、「Ｓ１」スイッチの反転表示は、当該Ｓ１計測動作
中は継続して実行される。
【００５６】Ｓ１計測が終了すると、ＣＰＵ２１４は、
当該Ｓ１計測終了の事実を共有メモリ２１３に「現行患
者の計測履歴」として書き込む。また、ＣＰＵ２１４
は、ＲＡＭ２１上の「Ｓ１」スイッチに関する情報を書
き換え、その表示形態を例えば図１０（ａ）に示す様な
計測終了を示す表示形態に変化させる。同様にして、Ｓ
２計測、Ｄ計測を順次選択・実行する。ＣＰＵ２１４
は、各計測が終了する度に各スイッチを表示形態に変化
させる。各計測が終了した段階では、ＴＣＳ２７は図１
０（ｂ）に示す画面を表示することになる。
【００５７】なお、図１０（ｂ）の画面状態から、「Ｍ
ＩＴＲＡＬ」のＥ波計測及びＡ波計測をきちんと取りこ
ぼし無く実行したか否かを確認する場合には、心機能メ
ニュー画面の「ＭＩＴＲＡＬ」スイッチを押すことで、
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図１１に示すように「ＭＩＴＲＡＬ」に対応した計測項
目メニュー画面が表示される。同画面によれば、既に実
施された計測項目「Ｅ」及び「Ａ」に対応するスイッチ
は、計測終了を反映した形態にて表示される。従って、
検査者は、終了した検査項目を任意のタイミングで確認
することができる。その結果、検査者の作業負担を軽減
することができ、また、作業上の誤認を防止することが
できる。
【００５８】これに対し、従来の超音波診断装置によれ
ば、図１０（ｂ）の画面状態において心機能メニュー画
面の「ＭＩＴＲＡＬ」スイッチを押した場合には、図５
に示す初期状態と同様な画面が表示される。従って、従
来の超音波診断装置ではＴＣＳ２７にて計測実行の事実
を確認することができず、別途モニタ１９に表示された
計測値にて確認しなければならない。
【００５９】なお、計測終了を反映した表示形態は、計
測終了が把握できる形態であればどのようなものであっ
てもよい。例えば、スイッチが計測実行の前後で図７乃
至図１０等に示した例と異なる形状に変化したり、色、
大きさ等が換わる形態であってもよい。また、実行され
た計測項目名は、二重線で消される形態等も考えられ
る。
【００６０】また、計測終了を反映した表示形態は、検
査者がリセットを指示する所定の入力を行うまで維持さ
れる。従って、所定の超音波診断作業を継続している間
は、当該入力を行わない限り、本診断における計測の経
歴を容易に把握することが可能である。さらに、被検査
者が交替するタイミングにおいて、計測終了を反映した
表示形態が自動的にリセット表示される構成であっても
よい。上記交替するタイミングの自動把握は、新たな患
者（被検査者）のＩＤ等の入力等によって実現すること
ができる。
【００６１】次に、本実施形態の変形例を図面に基づい
て説明する。
【００６２】例えば、超音波診断においては、同一の計
測を複数回繰り返して計測値の平均を求める場合があ
る。例えば、上述したＡ波、Ｅ波の各計測においては、
数回の計測から求められた平均のスペクトラムが超音波
診断に使用されることがある。次に述べる変形例は、こ
の様に同一患者に対して同一の計測項目を複数回実行す
る場合に、特に実益がある。
【００６３】図１２は、第１の実施形態の変形例を説明
するための図である。すなわち、上述した内容では、図
１２（ａ）に示す形態にて、計測実行前後を判別可能な
表示を行った。これに対し、図１２（ｂ）に示す様に、
実行した回数を判断可能な形態にて表示する構成であっ
てもよい。例えば図１２（ｂ）では、同計測を一回実行
する毎に印（同図では、チェック）が付けられる。検査
者は、この印の数を数えることで、同計測の実行回数を
把握することができる。
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【００６４】なお、本変形例に係る表示形態は上記例に
限定する趣旨ではなく、実行回数が把握できる形態であ
ればどのようなものであってもよい。例えば、上記例の
他には、実行回数を表す数字や実行回数を表す象徴的な
図形（例えば、「正」の字）にて表示する形態であって
もよい。
【００６５】また、計測実行の前後で変化したスイッチ
の形状等や計測回数が反映されたスイッチは、被検査者
（患者）が入れ替わる毎に自動的にリセットされるこ
と、例えば、患者ＩＤの入力に応じて自動的にリセット
されることが好ましい。当該構成は、ＫＢ２９１等から
の患者ＩＤ入力に応答して、ＣＰＵ２１４が現行の計測
履歴をリセットし且つＴＣＳ２７の表示を初期状態とす
ること、或いは本計測誤認防止システムを再起動するこ
と等で実現することが可能である。当該構成により、検
査者は、被検査者（患者）が入れ替わる毎に手動でＴＣ
Ｓ２７をリセット制御する必要が無く、作業性の向上が
期待できる。
【００６６】以上述べた構成によれば、検査者は、ＴＣ
Ｓ２７に表示された心機能スイッチ或いは各計測項目ス
イッチの表示形態によって、各計測が実行されたか否か
の視覚的確認、或いは各計測の実行回数の視覚的確認
を、容易且つ迅速に行うことができる。従って、既に実
行された計測と未だ実行されていない計測とを誤認する
ことなく、検査者は安心して計測作業を正確に実施する
ことが可能である。
【００６７】（第２実施形態）第２の実施形態では、本
発明に係る技術的思想をＸ線ＣＴ装置に適用する場合に
ついて説明する。
【００６８】図１３は、本実施形態に係るＸ線ＣＴ装置
４０の概略構成を示している。
【００６９】図１３において、被検体の投影データの収
集を行うガントリー７０（図１３点線枠内）と、収集さ
れた投影データに基づいて画像再構成処理や再構成画像
表示などを行うシステム部（図１３中点線枠外）とから
構成されている。
【００７０】ガントリー７０は、Ｘ線管球４１、スリッ
ト４３、被検体載置用の寝台４５、被検体を挿入して診
断を行うための図示しない診断用開口部、ガントリー駆
動部４７、Ｘ線検出器システム４９を有している。
【００７１】Ｘ線管球４１は、Ｘ線を発生する真空管で
あり、後述する高電圧発生装置５１で発生された高電圧
により電子を加速させ、ターゲットに衝突させることで
Ｘ線を発生させる。
【００７２】スリット４３は、Ｘ線管球４１と被検体Ｐ
の間に設けられ、Ｘ線管球４１のＸ線焦点から曝射され
たコーン状のＸ線ビームを整形し、所要の立体角のＸ線
ビームを形成する。
【００７３】寝台４５は、図示しない寝台駆動部の駆動
により被検体の体軸方向に沿ってスライス可能になって
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いる。
【００７４】ガントリー駆動部４７は、図示しない診断
用開口内に挿入された被検体の体軸方向に平行な中心軸
のまわりに、Ｘ線管球４１とＸ線検出器システム４９と
を一体で回転させる等の駆動制御を行う。
【００７５】Ｘ線検出器システム４９は、スキャンによ
り検出した複数の投影データの電流信号をデータ処理装
置５５に送り出す。
【００７６】システム部は、高電圧発生装置５１、ホス
トシステム５３、データ処理装置５５、記憶装置５７、
再構成装置５９、ＴＣＳ６０、表示装置６１、入力装置
６３、補助記憶装置６５を有している。
【００７７】高電圧発生装置５１は、Ｘ線管球４１に高
電圧を供給する装置であり、高電圧変圧器、フィラメン
ト加熱変換器、整流器、高電圧切替器等から成る。この
高電圧発生装置５１によるＸ線管球４１への高電圧供給
は、例えば、接触式のスリップリング機構により行われ
る。
【００７８】ホストシステム５３は、ＣＰＵを有するコ
ンピュータ回路を搭載しており、高電圧発生装置５１に
接続されるとともに、バスＢを介してガントリー１２内
の図示しない寝台駆動部、ガントリー駆動部４７、Ｘ線
検出器システム４９にそれぞれ接続されている。また、
ホストシステム５３、データ処理装置５５、記憶装置５
７、再構成装置５９、ＴＣＳ６０、表示装置６１、入力
装置６３、及び補助記憶装置６５は、それぞれバスＢを
介して相互接続され、当該バスＢを通じて互いに高速に
画像データや制御データ等の受け渡しを行なうことがで
きるように構成されている。ホストシステム５３は、Ｔ
ＣＳ６０或いは入力装置６３を介して入力された撮影条
件等を内部メモリに格納し、当該撮影条件等に基づいて
各装置を制御し、Ｘ線断層画像の撮影を実行する。ま
た、ホストシステム５３では、後述する撮影形態誤認防
止システムが展開される。
【００７９】データ処理装置５５は、例えばＣＰＵなど
を有するコンピュータ回路を搭載しており、Ｘ線検出器
システム４９の各データ収集素子により収集された３２
スライス分の投影データを保持する。そして、データ処
理装置５５は、上述したガントリー７０の回転による多
方向から得られた同一スライスのすべての投影データを
加算する処理や、その加算処理により得られた多方向デ
ータに対して必要に応じて補間処理、補正処理などを施
すようになっている。
【００８０】記憶装置５７は、データ処理装置５５にお
けるデータ処理に必要なデータ等を記憶する。また、記
憶装置５７は、ＴＣＳ６０に表示される撮影形態項目の
複数の表示パターン、各表示パターンに当てはめる撮影
形態項目の名称等のメッセージ、ＴＣＳ６０の表示に関
するフォントデータ、ＴＣＳ６０に表示された撮影形態
項目と本Ｘ線ＣＴ装置４０の具体的な動作制御とを対応
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付けるテーブル等を記憶する。
【００８１】再構成装置５９は、データ処理装置５５に
よりデータ処理されて得られた投影データを再構成処理
して、所定数のスライス分の再構成画像データを生成す
る。
【００８２】ＴＣＳ６０は、Ｘ線撮影において実行可能
な撮影形態を選択し実行指示するための接触パネルであ
る。このＴＣＳ２７には、実行可能な撮影形態項目に対
応したスイッチが一覧表示される。オペレータは、所望
の撮影形態事項のスイッチに接触することで、当該実行
可能な撮影形態の実行指示を入力することができる。ま
た、ＴＣＳ２７は、後述する撮影形態誤認防止システム
による制御に基づいて、所定の形態にて計測事項を表示
する。
【００８３】表示装置６１は再構成装置５９により生成
された再構成画像データを表示する。
【００８４】入力装置６３は、キーボードや各種スイッ
チ、マウス等を備え、オペレータを介してスライス厚や
スライス数等の各種スキャン条件を入力可能な装置であ
る。
【００８５】補助記憶装置６５は、再構成装置５９によ
り生成された再構成画像データを記憶可能な大容量の記
憶領域を有する装置である。
【００８６】次に、ホストシステム５３において展開さ
れる撮影形態誤認防止システムについて説明する。
【００８７】図１４は、本撮影形態誤認防止システムの
概略構成を示した図である。同図に基づいて、撮影形態
誤認防止システムの概略構成について説明する。
【００８８】撮影形態誤認防止システムは、ホストシス
テム５３が備えるアプリケーションプログラム格納部５
３０、共有メモリ５３３、ＣＰＵ５３４、ＲＡＭ５３５
と、記憶装置５７内に格納されたフォントデータ格納部
５７４、パターンテーブル格納部５７１、スイッチテー
ブル格納部５７２、メッセージテーブル格納部５７３
と、から構成される。以下、各構成要素について説明す
る。
【００８９】フォントデータ格納部２５１は、ＴＣＳ６
０に表示される項目に関する各種言語（例えば、日本
語、英語、ドイツ語等）毎のフォントデータを格納す
る。
【００９０】パターンテーブル格納部５７１は、初期状
態（各撮影が実行されていない状態）に表示されるスイ
ッチパターンテーブルを複数格納している。例えば、患
者ＩＤ等の所定の情報を入力することで撮影プロトコル
が決定されると、当該プロトコルに応じたスイッチパタ
ーンテーブルがパターンテーブル格納部５７１から読み
出され、当該テーブルに従ったスイッチパターンがＴＣ
Ｓ６０に表示される。
【００９１】スイッチテーブル格納部５７２は、各スイ
ッチパターンテーブルを構成する各スイッチが当該Ｘ線
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ＣＴ装置のいずれの機能に対応するかを対応付けるテー
ブルを格納する。ＣＰＵ５３４は、当該テーブルを参照
することで、選択されたスイッチが示す計測を実行す
る。
【００９２】メッセージテーブル格納部５７３は、スイ
ッチパターンテーブルを構成する各スイッチの名称デー
タを格納する。
【００９３】アプリケーションプログラム格納部５３０
は、各種アプリケーションフログラムを格納する。本撮
影形態誤認防止システムは、当該格納部５３０中のパネ
ル制御Ｉ／Ｆライブラリ５３１に格納されたパネル制御
プログラムに基づいて実行される。
【００９４】共有メモリ５３３は、本システムを駆動す
るために必要なプログラム、或いは使用される各種デー
タを一時記憶し、随時ＣＰＵ５３４に転送する主記憶装
置である。具体的には、アプリケーションプログラム格
納部５３０から読み出されたパネル制御プログラム、記
憶装置５７内のパターンテーブル格納部５７１等から読
み出された各種情報、或いは現在実行している診断にお
ける計測履歴等を一時的に記憶する。
【００９５】ＣＰＵ５３４は、パネル制御プログラムを
所定のタスク制御ブロックに従って実行することで、Ｔ
ＣＳ６０の表示に関する制御を行う。
【００９６】ＲＡＭ５３５は、ＴＣＳ６０に表示するた
めの表示データを一時記憶する記憶手段である。ＲＡＭ
５３５の内容は撮影の実行と共にＣＰＵ５３４によって
随時書き換えられる。書き換えられた内容は、ＴＣＳ６
０に表示される。
【００９７】次に、上記のように構成した撮影形態誤認
防止システムによって実現される、Ｘ線ＣＴ装置におけ
る撮影形態項目表示について説明する。
【００９８】図１５は、ＴＣＳ６０の初期状態における
表示画面例を示している。同図に示すように、ＴＣＳ６
０には、Ｘ線ＣＴ装置において実施可能な各種撮影が選
択ボタンとして表示されている。
【００９９】例えば、所定の患者に２ｍｍ／２ｍｍヘリ
カルスキャンによる撮影を実行する場合を考える。この
場合医師或いは検査技師等の検査者は、まずＴＣＳ６０
に表示された「ヘリカル２ｍｍ／２ｍｍ」のスイッチを
押す。この動作に応答してＣＰＵ５３４は、当該「ヘリ
カル２ｍｍ／２ｍｍ」スイッチを図１６に示すように反
転表示する。この反転表示により、検査者は現在実行中
の撮影の形態が「ヘリカル２ｍｍ／２ｍｍ」であること
を容易に知ることができる。
【０１００】２ｍｍ／２ｍｍヘリカルスキャンによる撮
影が終了すると、ＣＰＵ５３４は、当該２ｍｍ／２ｍｍ
ヘリカルスキャンによる撮影終了の事実を共有メモリ５
３３に「現行患者の撮影履歴」として書き込む。また、
ＣＰＵ５３４は、ＲＡＭ５３５上の「ヘリカル２ｍｍ／
２ｍｍ」スイッチに関する情報を書き換え、その表示形*

14
*態を例えば図１７に示す様な撮影終了を示す表示形態に
変化させる。
【０１０１】引き続き撮影を実行する場合には、同様の
内容によって実行された撮影形態に対応するスイッチに
関する表示が制御される。
【０１０２】以上述べた構成によれば、検査者等は、Ｔ
ＣＳ６０に表示された撮影形態項目スイッチの表示形態
によって、各撮影が実行されたか否かの視覚的確認、或
いは各撮影の実行回数の視覚的確認を、容易且つ迅速に
行うことができる。従って、既に実行された撮影と未だ
実行されていない撮影とを誤認することなく、検査者は
安心して撮影作業を正確に実施することが可能である。
【０１０３】以上、本発明を実施形態に基づき説明した
が、本発明の思想の範疇において、当業者であれば、各
種の変更例及び修正例に想到し得るものであり、それら
変形例及び修正例についても本発明の範囲に属するもの
と了解される。例えば以下に示すように、その要旨を変
更しない範囲で種々変形可能である。
【０１０４】上記実施形態においては、本発明の技術的
思想を超音波診断装置及びＸ線ＣＴ装置に適用した場合
について説明した。しかし、本発明の技術的思想はこれ
に限定されず、オペレータがＴＣＳによって指示を入力
する構成を有するものであれば、全て適用可能である。
【０１０５】なお、本願発明は上記実施形態に限定され
るものではなく、実施段階ではその趣旨を逸脱しない範
囲で種々に変形することが可能である。また、各実施形
態は可能な限り適宜組み合わせて実施してもよく、その
場合組合わせた効果が得られる。さらに、上記実施形態
には種々の段階の発明が含まれており、開示される複数
の構成要件における適宜な組合わせにより種々の発明が
抽出され得る。例えば、実施形態に示される全構成要件
から幾つかの構成要件が削除されても、発明が解決しよ
うとする課題の欄で述べた課題が解決でき、発明の効果
の欄で述べられている効果の少なくとも１つが得られる
場合には、この構成要件が削除された構成が発明として
抽出され得る。
【０１０６】
【発明の効果】以上本発明によれば、操作者が、計測し
たか否かを直感的、特に視覚的に確認することができ、
計測に関する誤認を防止することが可能な超音波診断装
置及びＸ線ＣＴ装置を実現できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】図１は、第１の実施形態に係る超音波診断装置
１０のブロック構成図を示している。
【図２】図２は、計測誤認防止システムの概略構成を示
した図である。
【図３】図３は、心機能に関する超音波診断において実
施可能な各計測項目と、各計測項目を選択した場合に計
測メニュー表示されるスイッチとを示した図である。
【図４】図４（ａ）は、健常若年者の僧帽弁口血流波
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形、図４（ｂ）は高血圧患者の僧帽弁口血流波形をそれ
それ示した図である。
【図５】図５は、心機能に関する超音波診断において、
ＴＣＳ２７に表示される画面例を示した図である。
【図６】図６は、「ＭＩＴＲＡＬ」（僧帽弁機能計測）
においてスイッチ「Ｅ」を選択した場合のＴＣＳ２７の
画面例を示した図である。
【図７】図７は、「ＭＩＴＲＡＬ」（僧帽弁機能計測）
においてＥ波計測が終了した場合のＴＣＳ２７の画面例
を示した図である。
【図８】図８は、「ＭＩＴＲＡＬ」（僧帽弁機能計測）
においてＥ波及びＡ波計測が終了した場合のＴＣＳ２７
の画面例を示した図である。
【図９】図９は、「ＰＵＬＭＯ  ＶＥＩＮ」（肺静脈機
能計測）を選択した場合にＴＣＳ２７に表示される画面
例を示した図である。
【図１０】図１０（ａ）は、「ＰＵＬＭＯ  ＶＥＩＮ」
（肺静脈機能計測）の「Ｓ１」計測が終了した場合のＴ
ＣＳ２７の画面例を示した図である。図１０（ｂ）は、
「ＰＵＬＭＯ  ＶＥＩＮ」（肺静脈機能計測）の「Ｓ
１」計測、「Ｓ２」計測、「Ｄ」計測が終了した場合の
ＴＣＳ２７の画面例を示した図である。
【図１１】図１１は、再び「ＭＩＴＲＡＬ」（僧帽弁機
能計測）のスイッチを選択した場合のＴＣＳ２７の画面
例を示した図である。
【図１２】図１２（ａ）、（ｂ）は、第１の実施形態の
変形例を説明するための図である。 *
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*【図１３】図１３は、本実施形態に係るＸ線ＣＴ装置４
０の概略構成を示している。
【図１４】図１４は、本撮影形態誤認防止システムの概
略構成を示した図である。
【図１５】図１５は、ＴＣＳ６０の初期状態における表
示画面例を示している。
【図１６】図１６は、ＴＣＳ６０の撮影実行状態におけ
る表示画面例を示している。
【図１７】図１７は、ＴＣＳ６０の２ｍｍ／２ｍｍヘリ
カルスキャンによる撮影が終了した状態の表示画面例を
示している。
【符号の説明】
１０…超音波診断装置
１９…モニタ
２１…ホストシステム
２３…ＦＤＤ
２５…ＨＤＤ
２７…ＴＣＳ
２９…入力装置
４０…Ｘ線ＣＴ装置
２１０…アプリケーションプログラム格納部
２１１…Ｆライブラリ
２１３…共有メモリ
２１４…タスク制御部
２１５…ＲＡＭ
２７６…ＴＣＳ

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】

【図７】

【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】

【図１２】 【図１４】
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【図１３】 【図１５】

【図１６】

【図１７】
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目时，测量装置执行与经由TCS 27选择的测量项目相对应的测量。 当测
量完成时，以与第一形式不同的第二形式显示与在TCS 27上显示的测量
相对应的测量项目。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/48fe58eb-ac03-400f-9a73-34b777e0e4b8
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/018950562/publication/JP2002291749A?q=JP2002291749A

